
中間市「特定空家等」の判断の参考となる基準(案)
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○ 建物の損傷度合いが100点以上あるもの。
○ 建物の損傷度合いが100点を満たさないが一定数（80点）以上あり、かつ、建物
　 以外の状態（②～④)において行政指導を一定期間（1年）以上行っているもの。
○ 火災後の残材や老朽化等により崩壊したもので保安上の観点から危険性が無いも
　 ので、かつ、建物以外の状態（②～④)において行政指導を一定期間（1年）以上
　 行っているもの。
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